
 

 

 

 

 

 

朝スポは昨年、「朝スポで 健康づくり 友だちづくり まちづくり」のスローガンの

もと充実した活動を展開しました。ありがとうございました。 

令和８年度の会員継続、新規加入受付の日程が決りましたので、下記の通り手続き

をお願いします。 

 

継続更新期間 令和８年２月２０日 ～ 令和８年３月 31 日 

新規加入・変更手続 令和８年３月１日 ～ 

※注意 令和８年４月以降の手続きは新規扱い 

となり、入会金５００円が必要です。 

               記 

1. 受付日程 

☆<前年度の登録内容に変更がない方>  ＜未定・修正要＞ 

更新教室 ２ 月 更新教室 ３ 月 更新教室 3 月 

初心者ダンベル ２７← 2０（金） 朝スポサロン ３（火） 朝スポサロン 1２（木） 

太極拳 20（金） ３B 体操 ４（水） 硬式テニス １３（金） 

初心者ミニテニス【サ】 2５（水） チアダンス ４（水） 筋膜リリース １３（金） 

フォークダンス 2７（金） 水曜エアロビクス ４（水） 金曜卓球【サ】 １３（金） 

エンジョイフラダンス 2７（金） ソフトエアロビ＆ヨガ ５（木） ダンベル体操 １６（月） 

  金曜卓球 ６（金） 初心者バドミントン １６（月） 

更新教室 3 月 硬式テニス    28← ７（土） 月曜卓球【サ】 １６（月） 

ウオーキング １（日） サンデー卓球 ８（日） ミニテニス ２１（土） 

火曜エアロビ ３（火） 水曜バドミントン【サ】 1１（水） 脳トレフレンズ ２１（土） 

ストレッチポール ３（火） ボッチャ 1２（木）   

☆<各教室で更新できない方・前年度の登録内容に変更・新規の方> 

更 新 場 所：朝スポクラブハウス〔たんぽぽ２F〕 

曜日 受付場所 時 間 （２） 、3  月 備考 

木 クラブハウス 1５：３０～17：３0 （１５）、５、１９  

土 東刈谷小学校 1３：００～1６：４５ （２１）、（２８）、２１、２８ 体 育 館 

日 クラブハウス ９：３０～１１：３0 １、８、１５、2２、２９  

  

朝日スポーツクラブ 

令和８年度 会員継続手続きのご案内 

 

更新教室・場所、更新

日をチェックして、 

見えるところに掲示

してくださいネ 

 



２、持ち物(会員種類の変更のない継続の方は、入会申込み書の記入は必要ありません) 

① 会員証 ②会費 ③保険料（下記参照） ④総会出欠確認表を 

★会員証をなくされた方は教室では更新はできません。 

★再発行手数料 200 円が必要です、朝スポクラブハウスで受付けください。 

★総会出欠確認表は受付時にお渡ししますので記入ください。 

◇令和８年度定期総会  ４月１７日（土曜日）10:00～（約 40 分） 

 場所：朝スポクラブハウス（たんぽぽ２F） 

〈会費について〉会費（ファミリーまたは個人）＋保険料（参加人数分）             

会員種類 内    容 入会金 
会  費 

〔令和６年度〕 

ファミリー会員 
同居家族みんなが会員 

５00 円 
(初年度のみ) 

1６,８00 円 /1 家族 として参加できます 

個 人 会 員 
お一人が会員として 

１０,８00 円 /1 人 参加できます 

〈保険について〉 保険期間 令和８年 4 月 1 日～令和９年 3 月 31 日 

    （4/1 以降加入時の年齢で選択、翌日午前０時より適用になります）   

保険料・保障内容                         ※葬祭費用（支払い限度額） 

該当者 種類 保険料 
対象

範囲 
活動 死亡 

後遺 

障害 

入院/

日 
通院/日 

賠償

責任 

突然死 

※葬祭費用 

保

険

選

択 

中学生

以下 
A 800 円 団

体
活
動
及
び
往
復
中 

スポーツ 
３000 

万円 

４５00

万円 

4000 

円 

1500 

円 
あり 

180 万

円 

全会員 B 600 円 
申告開催

の範囲 

２０２ 

万円 

202 

万円 

2000 

円 

1000 

円 
なし なし 

16 才～

64 才 
C 

2000

円  

スポーツ  

2000 

万円 

3000 

万円 

4000 

円 

1500 

円 
あり 

180 

万円 65 才 

以 上 
D 

1200

円 

600 

万円 

９００ 

万円 

1800 

円 

1000 

円 

★保険は種類を選択を選択してください。＜中学生以下の保険料も選択制になりました＞ 

★中学生以下は「B または A」16 才～65 才は「B または C」65 才以上は「B または D」 

※令和８年４月１日現在 中学生を卒業、または６５才になられる方は保険料が変わります 

保険種類Ｂの死亡・後遺障害の保険は令和７年度を参考にしています。令和８年度分は保険料を 

一括支払ってから後日確定します。加入人数で金額が変わることがあります。 

☆継続入会資格は更新一年以内、医師から運動禁止の診断を受けていないこと。 

☆表面の日程で都合のつかない方は、事務局・山口までご連絡願います。 

(ケイタイ) 090-7862-2049 

会費・保険について、不明な点は事務局におたずねください。 


